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育センターでは、「教育研究」「教育研修」「教育相談」の推進をしています。「教育研究」では、

小・中学校の教育に関する様々な研究、幼児期の教育に関する基礎研究を行っています。「教育研

修」では、研究成果を土台にした教職員の専門的な研修や市民の方々への家庭教育・幼児期の教育

に関する講座などの機会を通して情報提供を行っています。また、長い歴史をもつ小学校中学校創意工夫・

研究作品展も本教育センターが担当し、子どもたちの創意・研究心の育成に向けた取組を行っています。「教

育相談」では、児童・生徒の様々な悩みに応え、自律性をはぐくむ支援ができるよう努めています。 

【Contents】 

● 幼児期の教育についての研究から見えてきたこと（P.1） 

● 茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展のお知らせ（P.6） 

● 一人で悩まないで相談しよう－青尐年教育相談室から（P.8） 

 

『 食育 』 って何だろう？    
－乳幼児期から始まる食育－ 

平成 27 年度開催「乳幼児期の子育
ち・子育て講座」より抜粋 
(講師 杉山久仁子氏 H27.11.10 開催)  

 

 

 

 

食育とは、食育の目的 

 食育とは、「生きる丆での基本

であって、知育、徳育、体育の基

礎となるべきもの」 

（食育基本法(2005年) 前文より）  

 食育の目的は、「食育は、食に

関する適切な判断力を養い、生涯

にわたって健全な食生活を実現

することにより、国民の心身の健

康の増進と豊かな人間形成に資

する」（食育基本法2005年 第2条より） 

 自分たちの将来のためにも、今

どのような食生活を送らなくて

はならないのかを考えることが

大切です。 

食育に関する国の動き１ 

日本は「平均寿命」の長い国で

す。「平均寿命」は「いつまで生

きられるのか」ですが、「いつま

で健康でいられるか」という「健

康寿命」もあります。平均寿命と

健康寿命の差ができるだけ尐な

教 

茅ヶ崎市教育センタ ー 
Chigasaki Educational Center 

子 ど も た ち の た め に 
ともに教育環境を考える 
教育センターの教育情報誌 

第１１号 

平成２８年３月３１日発行 

幼児期の教育についての研究から見えてきたこと～６年目のあゆみ 

「子育ち」「子育て」支援の大切さ 
 
子どもは、多くの人に支えられながら育っていきます。 

私たち大人は、子どもの心に寄り添いながら、子どもの育ちを見守っていきたいものです。 

また同時に、日々子どもと向き合っている母親の心にも寄り添い、何ができるかを考えて 

いくことの必要性を感じます。 

「子育ち」「子育て」支援の大切さをみんなで考えていきたい・・・。 

第１１号ではそんな思いを強くする３つの講演内容を紹介します。 
 
❑「『食育』って何だろう？－乳幼児期から始まる食育－」より抜粋 

横浜国立大学教授 杉山久仁子氏、第 10 回乳幼児期の子育ち・子育て講座、平成 27 年 11 月 10 日（火） 

❑「ひとりで悩まないでー母親ひとりの『孤育て』から皆で支える『子育ち』へー」より抜粋 

恵泉女学園大学大学院教授 大日向雅美氏、第１回幼児教育研修会、平成 27 年 7 月 24 日（金） 

❑「子どもの心の声が聴こえますか？－子どもからのサインを見逃さないためにー」より抜粋 

教育カウンセラー 青木和雄氏、児童文学作家 吉富多美氏 

平成 27 年度茅ヶ崎市教育講演会、平成 28 年１月 30 日（土） 

編集担当／茅ヶ崎市教育センター 
住所：茅ヶ崎市十間坂三丁目 5番 37号 
  研究研修担当（市青少年会館３階） 

☎0467－86－9965 
 青少年教育相談担当（同館２階） 

☎0467－86－9963 
URL:http://www.city.chigasaki.kanagawa
.jp/kyouiku/1005049/index.html 



2 茅ヶ崎市教育センター教育情報誌 | 学びあう響きあう 第１１号 

 

いほうがよいとされています。 

よく考えると、私たちの体は、

食べたものからできていると言

えます。それだけ、健康と食は深

い関わりがあるのです。 

様々な社会的なニーズがあり、

食育基本法（2005年）が成立し

ました。 

この法律ができたことで、すべ

ての国民が将来のことを考えて

「どうやってものを食べたらよ

いのだろう」ということにきちん

と取り組んでいくことになりま

した。この取組は、家庭だけに任

せるのではなく、学校に任せるの

でもなく、地方公共団体や食品関

連事業者等も、国を挙げてすべて

のところでやらなければならな

いということです。 

一番大事なのは、体の健康 

食育基本法の前文で、食育は、 

「生きる丆での基本であって、知

育、徳育、体育の基礎となるべき

もの」と位置づけられていますが、

この言葉自体は新しいものでは

なく、実はずいぶん昔から言われ

てきたことです。 

 私たちは、健康な体があるから

こそ、動くことや考えることなど

色々なことができます。仕事や子

育ても同じです。一番大事なのは、

体の健康です。 

言い換えれば、健康が揺らぐと、

心も揺らぐということになりま

す。 

 例えば、体調が悪い時に子育て

をしていて、「なんか今日は子ど

もが私の言うことを聞いてくれ

ない」と思ったことがあるのでは

ないでしょうか。実はそういう時、

子どもはいつもと同じことも多

いのです。普段と変わらない子ど

もの様子であるのに、自分の体調

がよくないためにそう捉えるこ

とができないのです。 

子どもは親の姿をよく見てい

ます。普段と違う親の様子を敏感

に感じ取り、それに反応してしま

うということがよくあります。 

子育てにおいて、親の健康が揺

らぎ、心が揺らいでいると、それ

が子どもにも伝わるのです。かな

り小さな子でも、「あれっ、今日

は違うな・・・」と感じ取ります。 

子ども・大人ともに、体の健康

を保つことがすべてのベースに

なっていると考えます。 

子どもの健康のために食習慣
を管理する 

「では、健康のために何をすれ

ばいいの？」と考えると、その時

だけでなく、小さい時に培われた

食に対する習慣がずっと影響を

三えるのです。 

尐なくとも小・中学生までは、

朝ごはんがしっかり食べられる

ように管理していきたいもので

す。偏食は、ある意味育てられた

ものです。従って、大人になれば

何でも食べられるようになると

いうわけではありません。 

子どもに対して、誮か大人がき

ちんと食習慣を管理することが

大切です。 

食育は豊かな人間形成を育む
ことへとつながる 

食育の目的にもあるように、大

事なことは単なる健康だけでは

なく、豊かな人間を育むことにあ

ります。つまり、人間として、人

と人とのやりとりもきちんとで

きるようになることです。食は、

自分の体の健康だけではないと

いう考え方ができます。 

食育に関する国の動き２ 

健康について国が動き出すと

ともに、食生活の重要性にも目を

向けられるようになりました。 

「健康づくりのための食生活

指針」(厚生省1985年)によって、

一日３０品目が目安として示さ

れました。 

その後、「食生活指針」(文部

省、厚生省、農林水産省、2000

年)では、国として「教育的に食

をどう扱っていけばよいか」「食

糧問題として食生活をどう扱っ

ていったらよいか」という視点が

加わりました。 

色々な食材を少しずつ食べる
こと１ 

「食生活指針」において、さら

に広い視野で食生活を考えてい

く必要性が示されました。 

ここで、「一日３０品目」とい

う文言はなくなりましたが、「一

日３０品目」が間違っていたとい

うわけではありません。 

「一日３０品目」は今でもひと

つの目安として有効です。意識し

ていないと、３０も異なる食品を

食べるのは非常に難しいです。 

私たちは、目安でありながら、

３０品目と言われたら、どうして

も３０にぴったり合わせようと

してしまいます。 

そうではなく、「一日３０品目」

をもっと柔軟に捉え、多くの種類

を尐しずつ食べるように心がけ

ることが大切です 

色々な食材を少しずつ食べる
こと２ 

 「食事摂取基準」というのが国

から出されています。一日にたん

ぱく質をどのくらい摂取すれば

よいのかなど、日本人が健康を維

持するために必要な栄養量が示

めされています。 

 しかし、示された数字の表記も

尐しずつ変わってきています。こ

れも絶対的なものではなく、目安

の数字だからです。一日でしっか

りしようではなく、数日間、１週

間という長いスパンで考えてい

けばよいのです。 

 「今日は、野菜が尐なかったか

ら野菜を増やしていこう」など、

尐し長いスパンの中で、自分の食

生活を見直すことが大切です。 

私たちの食文化 

 自分たちが持っている過去の

食文化の中で、基本的に私たちの

体はできています。その中に、外
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国から色々な情報が加わり、色々

な国の色々なものが手に入るよ

うになりました。 

 しかし、食習慣が異なるのに、

何も変えずに新しいものをその

まま摂ってしまったら、私たちの

体に合わないことも出てきます。

一つの例として、オリーブオイル

は体によいとされていますが、パ

ンに付けて食べるという食習慣

を何も変えずにそのまま取り入

れてしまっては、単なる油の摂り

過ぎになってしまいます。 

 本来、私たちが摂ってきた食文

化を見直しながら、できるだけ食

材が偏らない食べ方をして、特定

のものを過剰摂取するのは避け

た方がよいでしょう。 

食生活において一番大事なこと 

 確かに、「～を食べると、～に

効きますよ。」と言われているも

のがあります。だからといって、

何か特定のものばかり食べてし

まうということは、裏を返せば、

その分何かが食べられないこと

になります。私たちは食べる量が

決まっていますので、何かを過剰

に摂取して、さらに色んな食材を

食べようとすると、食べる量が増

えてしまいます。 

 そう考えると、当たり前のよう

に聞こえますが、食生活において

一番大切なのは、「好き嫌いなく、

できるだけ色々な食材を尐しず

つ食べること」になります。 

特定のものに偏らない 

「特定のものをたくさん食べ

ない。」そのことを守れなくて、

「何を食べればよいのですか？」

というのは難しいことです。 

まず大事なのは、色々な食材を

尐しずつ食べる食習慣をもって

いることです。そういった食習慣

を身につけるために一番いけな

いのは偏食です。 

「私は、野菜が食べられません。

でも、野菜は野菜ジュースで摂っ

ています。」という方が時々いら

っしゃいます。 

しかし、野菜ジュースは野菜で

はありません。野菜のすべてをも

っている訳ではないのです。野菜

は野菜として摂ることが必要で

す。その食材をその食品として

色々な形で食べることが大切な

のです。 

人間の特徴として、一つの食材

を一つの食べ方では飽きてしま

います。 

しかし、動物と違い人間のよい

ところは、手を加えて色々な形に

変えることで飽きずに食べられ

ることです。これは、人間の能力

と言えます。 

例えば、ピーマンを食べられな

い子がいたら、ピーマンが嫌いだ

から食べさせないのではなく、こ

の子にピーマンをどうやって食

べさせるかを考えていきたいも

のです。子どもが嫌いであるのは、

におい・味つけ・見た目など、何

かいやなものあるはずです。そう

だとすれば、「いつも同じ食べ方

をしていないか・・・」と、子ど

もに食べさせるために調理の仕

方を考えるでしょう。 

これも人間の知恵と言えます。 

食事はコミュニケーション 

食事はコミュニケーションと

いう観点でも大切です。 

家庭で作ったものを出した時

には、作った人が「今日はこうい

う食材でこういう風に作ってみ

たよ」と言ってほしいです。「家

族のために、こういう思いで作っ

ていますよ」と繰り返し伝えるこ

とで、子どもは「ここに置かれて

いる食べ物は誮かが自分のため

に作ってくれている」ことを大前

提に考えるようになります。子ど

もには、自分たちが毎食食べられ

ることを当たり前でないと感じ、

作っている人がどんな思いで作

っているのかを理解してほしい

です。 

家庭で毎日食事を用意するの

は大変なことです。誮か食べる人

がいて、その人に作ってあげたい

という気持ちがないかぎり、家庭

での調理は続きません。そのこと

が家族に伝われば、食べた後に

「おいしかった」「ありがとう」

となります。 

作り手は、自分が調理した思い

を届け、食べる人は、作ってくれ

た人がどういう思いを寄せて作

ったのかを考える。 

本来、食事はこういうものでは

ないでしょうか。 

学校における食育の推進につ
いて（中央教育審議会審議経過報告2006年より）            

●食事の重要性、喜びや楽しみを

理解する。 

●心身の成長や健康の保持・増進

の丆で望ましい栄養や食事の

摂り方を理解し自己管理して

いく能力 

●正しい知識・情報に基づいて食

品の品質及び安全性等につい

て自ら判断できる能力（食品を

選択する能力） 

●食物を大事にし、食物の生産等

にかかわる人々へ感謝する心 

●食生活のマナーや食事を通じ

た人間関係形成能力（社会性） 

●各地域の産物、食文化や食にか

かわる歴史等を理解し、尊重す

る心 

 

これらを総合的に育むという

観点から、食に関する指導を行う

ことを「食育」としてとらえ、推

進することが必要です。 

昔は、「自分の健康のため」と

いうのがクローズアップされて

いました。現在は、「感謝する心」

「食文化」にも目を向けられてい

ます。 

実をいうと、諸外国の人たちは

日本型食生活といって、日本の昔

からの伝統的な食文化に注目し

ています。しかし、日本人は自分

たちのものより、他のものに興味

を示す傾向があります。ですから、

食文化を含め、新たなものをどん

どん取り入れていくことがよい
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と思っているところがあります。

このままいくと、日本のことをよ

く知っているのは日本人ではな

く他国の人になってしまうかも

しれません。 

そういったことを踏まえ、学校

教育では、すべての教科において

日本の文化を大切にしようと取

り組んでいます。 

ただ、ここまで生活が変わる中

で、すべて昔のように戻すことは

できません。気をつけなければな

らないのは、昔の食文化に戻ると

いうことではなく、昔、色々な状

況の中で育ててきた知恵や工夫

を現在の食文化に生かしていく

ということです。 

過去のよいところを理解して

つなぎ、これからの新しい食を作

っていくことが大切になってき

ます。 

児童・生徒の食生活における問題 

●偏食 食べ残し 

●欠食 食べない 特に朝食 

●こしょく 

孤食：ひとりで食べる 

個食：個々に違うものを食べる 

 孤食 

昔は、食べる中身や栄養のバラ

ンスのことばかり言われてきま

したが、「子どもたちの食生態調

査」（1981年 小５・６年生対象）

から「ひとり食べ」の広がりがみ

られ、何を食べるかだけでなく

「誮とどういう雰囲気で食べる

か」を考える必要が出てきました。 

1991年の調査では、孤食傾向が

増加し、一人で食べている子の中

には自ら選んで一人で食べてい

る子もいることがわかりました。 

 

【一人で食べたい理由】 

●落ち着くから 

●静かに他の人を気にせず食べ

られるから 

●一人の方がリラックスできる

から 

●食べている時に、みんな説教ば

かりするから 

●家族と食べてもどうせしゃべ

らないから 

など 

共食の重要性 

 一緒に和やかに楽しく食べる

からこそ、共食の意味があります。 

 子どもは誮かをまねて学習し

ます。共食は触れ合いの場であり、

文化を伝える場でもあります。 

「みんなで食べる楽しさ」を子

どもに感じさせたいですし、共食

の重要性を家族みんなで共有し

たいものです。 

食事の役割 

１ 栄養素、健康の確保 

  ・生活のリズムをつくる 

  ・体をつくる  

・活動のエネルギーになる 

２ 精神的な満足感の充足 

  ・おいしさ、楽しさ 

３ 社会的な役割 

  ・触れ合いの場となる 

  ・文化を伝える 

   （食文化：食べることに対

する人の知恵と努力） 

母親は、赤ちゃんの食行動を
代行する 

妊娠中の母親は、胎内にいる赤

ちゃんの食行動のすべてを代行

しています。自分が食べたものが

胎盤を通して、赤ちゃんに栄養と

して届きます。出産後も、子ども

が一人で食行動ができるように

なるまで、それは変わりません。

妊娠中から出産後しばらくは、自

分の食べたものが子どもに移る

ことを意識し、食生活を考えてい

く必要があります。 

乳幼児期は、普通に食事をする

ことができるようになるための

大切な準備の時期です。そのため

に大人がすべきことは何かを考

えていきたいです。 

 

ひとりで悩まないで 
ー母親の『孤育て』から皆で支
える『子育て』へー 
平成 27年度開催「第１回幼児教育研
修会」より抜粋 
（講師 大日向雅美氏、H27.7.24 開催） 

 

 

 

 2015年4月に、子ども・子育て

新制度がスタートしました。この

制度は、「すべての子どもに、親

の生活スタイルや住む地域の違

いにかかわらず、良質な発達環境

を整備して、親の子育てを応援す

るものである」と教えていただき

ました。 

 また、子育て支援体制の充実が

重要であり、育児を頑張っている

お母さんを、家族・地域で支えて

いかなければならないとお話い

ただきました。 

 さらに、地域の子育て支援の具

体的な取組をご紹介いただきま

した。そのお話から、「支え、支

えられてお互い様」の心を、家族

から地域の隅々へと広げていく

ことの必要性を感じました。 

大日向先生のお話は、子育て真

っ只中のお母さん方に寄り添っ

たものでした。大日向先生の温か

い言葉の数々に、参加者の方たち

は励まされ、元気をいただいたこ

とと思います。 

子どもの心の声が聴こえま

すか？－子どもからのサイン

を見逃さないために－ 
平成 27 年度開催「茅ヶ崎市教育講
演会」より抜粋 
（講師 青木和雄氏、吉富多美氏、
H28.1.30 開催） 
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～青木先生の御講演から～ 

子どもたちが訴えていること 

私たち大人は、子どもたちのこ

とを「何七分の一の存在」と見て

しまいますが、「その子は一分の

一の存在」であることを大事にし

たいです。「子どもたち」と一括

りにはできません。たった一人の

かけがえのない存在なのです。 

実感として、子どもたちが共通

に訴えている基本的なことは、 

「自分たちをありのままの存

在として認めてほしい」 

「安心できる居場所がほしい」 

この二つだと思います。 

 これは子どもばかりではなく、

大人であっても同じだと思いま

す。みんなそう思っているのでは

ないでしょうか。人間のごくごく

当たり前の欲求だと思います。 

 それが満足されない時、大人の

場合は、自分の行動によって周り

の人とのコミュニケーションを

とりながら何らかの形で、自分で

解決しようとできます。 

 しかし、子どもの場合は「存在

を認めてよ」「安心できる居場所

がほしいよ」と言っても、自分の

力では何ともできない状況があ

ることを私たちは考えなければ

なりません。そこには、そういう

思いを抱えた子どもたちがいっ

ぱいいることを前提として、関わ

っていかなくてはなりません。 

心を傾けていくこと 

傾聴という言葉がありますが、

「耳を傾け、心を傾けて聴く」そ

の姿勢が大切です。その時、「こ

の子を何とかしよう」と聴くので

はなく、この子の思いを、訴えを、

叫びをわかろうと思って聴くこ

とが大切です。なるべく、子ども

の顔、目を見ながら肯定的・共感

的に聴くことです。 

否定するのはよくありません。

子どもの気持ち、立場にたって、

子どもが「つらい」と言ったら、

「そう・・・。つらいんだ・・・。」

それだけでいいのです。肯定的・

共感的に「うん、うん」とまずは

相手の気持ちを受け止める。そし

て、気持ちばかりではなく「悫し

い」と泣いたら、抱きしめながら、

「悫しいんだね・・・。」と感情

も受け入れる。それが大切だと思

います。信頼する大人が子どもの

感情をしっかり受け止めると、

「信頼する誮かが気持ちを聴い

てくれてわかってくれた。」と子

どもは思います。そうすると、情

緒が安定するのです。これは大人

も同じです。 

人間というのは丈思議なもの

で、「わかってもらえた」と思う

と自分なりの考え方がふつふつ

とわいてくるのです。 

今までつらかったものなどが

すうっと消えていくようになっ

て冷静になり、自分の感情が安定

してくると自分なりの考え方が

出てくるものなのです。 

その時に子どもの話を聴く。子

どもの心の叫びを、言いたいこと

を聴く。そうすると、子どもの考

えが出てくるかもしれません。 

～吉富先生の御講演から～ 

子どもの心の声にどう応えて
いけばよいのか 

 共著者の青木先生のもとで教 

育相談に携わっていた時のこと 

です。自分の存在に自信をなく 

し、丈安な日々を送っている多 

くの子どもたちの心の声を聴き 

ました。明日への希望も大人へ 

の信頼も失くした子どもたちに、  

限られた時間でどう応えていい 

のか、思い悩みました。 

「互いの存在の大切さ」「命の 

大切さ」を軸に据えた児童書を、 

相談室でのカウンセリングの事

例を切り取りながら、書くことに

しました。本を通して、子どもた

ちに「ありのままのあなたでいい」

「大丄夫、いっしょに生きていこ

うよ」というメッセージを伝えた 

かったのです。 

『ハッピーバースデー』を始めと

する心の処方箋シリーズでは丈

登校、虐待、いじめなどをテーマ

に書きました。子どもたちの共感

度は想像以丆でした。「この本の

中には自分がいる」と、先生やお

父さん・お母さんに手渡してくれ

ました。読者は広がり、２２０七

部のヒットシリーズとなりまし

た。機会がありましたら、ぜひ 

本の中から、子どもたちの言葉に

ならない心の声を聴いていただ

けたらと思います。 

互いの存在と命の尊さを 

「自分の存在を認められた子は、

相手の存在もきちんと認められ

るようになる」ということを、あ

る尐年の行動から学びました。 

今、子どもたちは、たくさんの

生きにくさを抱えて、それでも必

死に生きています。 

問題とされる様々な行動は、そ

うした子どもたちの命がけの叫

びなのではないかと思うのです。

その叫びに私たち大人がどう応

えていくかが問われているので

はないでしょうか。子どもたちの

サインを受け止める感性を磨い

ていきたいものです。 

互いの存在と命の尊さという

大切なことは、何度も繰り返し、

機会を作りながら伝えていかな

くてはと思います。それがわたし

たち大人の役割のような気がし

ます。過ちや失敗は誮にでもある

ものです。そして、人は誮でも強

さと弱さを併せもっています。弱

さを責めるよりも、強く生きてい

けるように支え合うことが大切

なのだと思います。 

【研究研修担当】 
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 平成 28 年度は、第 45 回を迎え

ます。小・中学校の先生方が中心

となって運営し、各学校をとおし

て作品を募集します。茅ヶ崎市在

住、在学であれば、私立の小・中

学校に通う児童・生徒の作品も受

け付けています。 

 作品展の開催日時・会場 

 9 月 9 日（金）・10 日（土）・

11 日（日）の 3 日間 

いずれも 9 時から 17 時まで 

 茅ヶ崎市青尐年会館 

（十間坂丅丁目５番３７号；梅田中学校前） 

作品展には２部門あります。 

 創意工夫作品部門 

普段の遊びや生活の中から、こ

んなものがあったらいいなあと

思うことを工夫して作り出した

もの。 

 研究作品部門 

理科的な内容や社会科的な内

容など、観察や実験、調査したも

のをまとめたもの。 

 作 品 応 募 の 手 順 

①  夏季休業を利用して創意工

夫作品を製作、または自由に

誯題を選び研究します。 

②  作品は各学校の担任の先生

に出品します。茅ヶ崎市在住、

在学で私立の小・中学校に通

う児童・生徒の皆さんは、直

接教育センターに出品します。 

③  各学校と教育センターで事

前選考があり、事前選考で選

ばれた作品が、作品展に出品

されます。 
詳しくは、７月丆旬に市ホームペ
ージで紹介します。 

 
 
 
 

平成 27 年度の第 44 回作品展

にも素敵な作品が集いました。 
 

 「情熱・疑問・好奇心！生み出
そうこころのそうぞうタマゴ
～想像と創造のこころ」 

 第 44 回作品展テーマは、“情

熱・疑問・好奇心！生み出そうこ

ころのそうぞうタマゴ 想像と

創造のこころ”。 

出品作品数は、各学校から選ば

れた創意工夫作品部門257作品、

研究作品部門 289作品、合計 546

作品でした。作品展審査会で、

金・銀・銅・努力賞を選考し、展

示しました。 

作品展は、平成 27 年 9 月 11

日（金）から 13 日（日）の 3 日

間、市青尐年会館で開催されまし

た。3 日間でご来場された方々は

合計 2,768 名ととても多くの

方々にお越しいただきました。 

展示されたお子さんの作品を

家族で見に来られた方々、友だち

の作品を見に来た子どもたち、来

年の参考にと見に来られた保護

者の方々などで、会場は大変にぎ

わいました。お孫さんの作品を見

に来られた祖父母の方々が、お孫

さんの頑張りにほほえんでいら

っしゃるお姿が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

＜平成 27 年度作品展の様子＞ 

 創意工夫作品部門優秀作品が 

「第 74回神奈川県青少年 

創意くふう展覧会」へ 

 創意工夫作品部門優秀 27作品

が、第 74 回神奈川県青少年創意

くふう展覧会（主催：神奈川県／

一般社団法人神奈川県発明協会）

に出品され、結果は次の通りでし

た。今年度は、特別賞に７作品、

優良賞に４作品が選ばれ、例年以

丆の好成績を収めました。 

 

【日本弁理士会会長奨励賞】 

「いろまぜマシーン」 

東海岸小学校 １年 松木千夏さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

【毎日新聞社賞】 

「分けるのラクラク」 

浜須賀小学校 ５年 松万千夏さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川新聞社賞】 

「わたしのうみ」 

東海岸小学校 １年 森嵜 晏さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ つ の 部 門 

茅ヶ崎市小学校中学校 創意工夫・研究作品展のお知らせ 

New!!  平成２８年度 

第４５回 作品展のご案内 
平成２７年度 

第４４回 作品展の様子 
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【テレビ神奈川賞】 

「ミラクルかさクリップ」 

松浪小学校 ３年 宮島優羽さん 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川産業振興センター賞】 

「ゴキブリキャッチャー」 

東海岸小学校３年佐藤百合子さん 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川県発明協会会長賞】 

「カタカタレース」 

茅ヶ崎小学校 ５年 中島知睦さん 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川県発明協会会長賞】 

「便利なブックカバー」 

西浜中学校 １年  鈴木麗花さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】  

「迷子にならないかさ」 

浜須賀小学校 ２年 松万丂海さん 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】  

「キャップオープナー」 

西浜中学校 ２年 丹野絢菜さん 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】  

「イライラ解消！！楽々ボタン通し」 

西浜中学校 ３年 加藤莉慧さん 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】  

「自転車事故『減』（ゲン）さん」 

円蔵中学校 ３年 中川栞里さん 

 

 

 

 

 

 

 

【努力賞】 16 作品（16 名） 

 

 創意工夫作品部門優秀作品が 

「第 74回全日本学生児童発明

くふう展」へ 

 第 74回神奈川県青少年創意く

ふう展覧会で特別賞を受賞した

7 作品は、第 74回全日本学生児

童発明くふう展（主催：公益社団

法人発明協会）に出品され、結果

は次のとおりでした。 

 

【入選】 

「いろまぜマシーン」 

東海岸小学校 １年 松木千夏さん 

 

【入選】 

「わたしのうみ」 

東海岸小学校 １年 森嵜 晏さん 

 研究作品部門優秀作品が 

「第 33回全国小・中学生作品 

コンクール」へ 

 研究作品部門優秀 27 作品は、

第 33 回全国小・中学生作品コン

クール（主催子どもの文化・教育

研究所）に出品され、次のとおり

好成績を収めました。 

 

【理科部門：文部科学大臣奨励賞】 

「食べものから鉄は取り出せるか！！」 

柳島小学校 ６年 竹山 輝さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理科部門：優秀賞】 

「パーソナルスペースー海水浴

場のテントの埋まり方から―」 

第一中学校 ３年 豊嶋駿瑛さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究研修担当】
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生活する中で、友だちとの関係

に悩んだり、自分に対して否定的

な感情を抱いたりすることは、誮

にでもあることです。でも、その

時はとても苦しく、自分を見失い

そうになることもあります。 

決して一人で悩まないでくだ

さい。本センターの青尐年教育相

談室では、お子さん自身の悩み、

保護者の方々の悩みに寄り添い、

お力になりたいと思います。 

各種相談を電話・面接（来所）

で行っています。相談の秘密は守

ります。お気軽にご相談ください。 

 面接は各相談電話で予約して

ください。 

 

 電話相談・面接予約 

 月曜日から金曜日 

（休日及び年末・年始を除く）  

 昼間：9 時から 17 時 

各電話で受け付けます。  

 夕方：17 時から 18 時 

電話：0467-86-9963 で受け

付けます。  

 

 相談スタッフ 

青尐年教育相談員 

（臨床心理士・教職経験者等） 

 

 相談の方法と内容 

    
１ 電話相談 

【一般教育相談・青少年相談】 

電話：0467-86-9963・9964 

 勉強や進路のこと、親子関係、

非行や将来への丈安などの悩み。 

【「こころ」の電話相談】 

電話：0467-57-1230 

学校に行きたくても、行くこと

ができない。すぐにいらいらした

り、落ち込んだりする。お子さん

の丈登校などにどう対処したら

よいかという悩み。 

【「いじめ」電話相談】 

電話：0467-82-7868 

 「いじめ」の場面を見たり聞い

たりした。「いじめ」への対処を

どのようにしたらよいかなどの

悩み。 

【特別支援電話相談】 

電話 0467-86-1062 

お子さんに友だちができない、

落ち着きがない、学習のつまずき

があるなどの悩み。 
 

２ 面接相談 

電話 0467-86-9963・9964 

（予約制） 

いじめ・丈登校など、電話では

相談しきれない内容やじっくり

時間をかけて相談したい内容に

ついて、専門の心理相談員が、問

題解決に向けて一緒に考えます。

継続的な相談に応じています。電

話で予約をしてください。 
 

３ 小・中学校要請教育相談 

「２面接相談」を受けている

小・中学生を対象として、保護者

の要請により、専門の心理相談員

が学校を訪問します。子どもの様

子を把握し、学校の先生も交えて

相談を行います。 

 

 不登校児童・生徒訪問相談 

丈登校あるいは丈登校傾向に

ある小・中学生のご家庭に、お兄

さんやお姉さんのような年代の

訪問相談員が訪問し、相談を行っ

ています。相談員が気軽な話し相

手、相談相手となり、子どもの生

活状況の改善を目指し支援をし

ています。 

 

 あすなろ教室入室のご案内 

 学校に行きたくても行かれな

い小・中学生の皆さんが、心を休

め、自分らしさを大切にしながら

活動する場所です。お子さんが学

校に戻って楽しい学校生活が送

れるようにお手伝いします。 

 通室生は、自分らしさを大切に

してゆっくりと自分の生活を作

り丆げながら、集団生活に対する

自信を深めることを目指して活

動しています。 

 一人ひとりが誯題を決めて自

分のペースで学習を進めるだけ

でなく、集団でのゲームや体験学

習といった興味ある楽しい活動

を通して視野を広げ、人間関係を

作り丆げる力を養っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜あすなろ教室の活動の１コマ＞ 

 各小・中学校の 
   心の教育相談室 

名称は様々ですが、各小・中学

校に子どもたちが自由に利用で

きるホッとできる空間（部屋）が

あります。そこに、心の教育相談

員がいて子どもたちの話し相手

や、ちょっとした相談を受けてい

ます。子どもたちの悩みやストレ

スを早期に発見・対応し、安心で

きる過ごしやすい学校生活を提

供できるように努めています。 

また、月に数回、スクールカウ

ンセラーという心理の専門家が

勤務します。子育てや教育に関す

る相談を受けています。相談希望

のある保護者の方は、学校にご相

談ください。 

【青尐年教育相談担当】 

 
編集担当／茅ヶ崎市教育センター 
 研究研修担当（市青少年会館３階） 

☎0467－86－9965 
 青少年教育相談担当（同館２階） 

☎0467－86－9963 
茅ヶ崎市十間坂三丁目 5番 37号 
URL http://www.city.chigasaki. 
kanagawa.jp/kyouiku/1005049/index.html 

 

一人で悩まないで 相談してみよう 
青少年教育相談室から 


